
10月号 （ 8 ）10月号（ 9 ）

ふ
る
さ
と
文
化
振
興
基
金
に

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

開
明
橋
架
替
工
事
に
よ
る

「
ふ
れ
あ
い
バ
ス
」
市
街
地

循
環
線
（
現 

循
環
バ
ス
）
の

　
ル
ー
ト
変
更
の
お
知
ら
せ

冷
蔵
倉
庫
用
家
屋
に

　
対
す
る
固
定
資
産
評
価

　

基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て

工
事
に
伴
う
通
行
止
め
の

　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

平
成
23
年
度
「
建
築
物
実
態

調
査
」
の
実
施
に
つ
い
て

10
月
定
例
教
育
委
員
会

本本

本

本

市
で
は
、
市
民
文
化
の
振
興
や
個

性
的
な
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
ふ
る
さ
と
文
化
振
興
基
金
を
設

け
て
い
ま
す
。

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ご
協
力
、
大
変
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

《
個
人
》

酒
巻
文
司　

様　
　
３
０
，０
０
０
円

《
団
体
》

大
平
町
ダ
ン
ス
愛
好
会　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
５
０
，０
０
０
円

◇
問
合
先

　
　

文
化
課　

☎
（21）
２
７
４
１

左
記
の
道
路
が
、
開
明
橋
の
架
け

替
え
工
事
の
た
め
、
車
両
通
行
止
め

と
な
り
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
工
事
個
所　

○
県
道
南
小
林
栃
木
線　

開
明
橋

（
旧
栃
木
警
察
署
か
ら
県
立
学
悠
館

高
等
学
校
）※

下
図
参
照

◇
車
両
通
行
止
め
予
定
期
間

平
成
23
年
10
月
下
旬
〜
平
成
25
年

5
月
下
旬
（
自
転
車
と
歩
行
者
は

通
行
で
き
ま
す
）

平
成
24
年
度
か
ら
、
非
木
造
の
冷

蔵
倉
庫
用
家
屋
（
保
管
温
度
が

10
℃
以
下
に
保
た
れ
る
倉
庫
）
の
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、

評
価
額
の
計
算
方
法
が
変
更
に
な
り

ま
す
。

◇
現
地
調
査
対
象　

次
の
要
件
す
べ

て
に
該
当
す
る
倉
庫
を
市
内
に
所
有

さ
れ
て
い
る
方
は
、
問
合
先
へ

○
主
体
構
造
部
が
非
木
造
（
木
造

以
外
）
で
あ
る
こ
と

○
保
管
温
度
が
摂
氏
10
℃
以
下
に
保

た
れ
る
機
能
を
有
す
る
倉
庫
で
あ

る
こ
と

○
倉
庫
自
体
が
冷
蔵
機
能
を
有
し
て

い
る
こ
と
（
倉
庫
内
に
プ
レ
ハ
ブ
方

式
の
冷
蔵
庫
な
ど
を
設
置
し
て
い

る
も
の
は
対
象
外
）

◇
問
合
先

◇
問
合
先

県
栃
木
土
木
事
務
所
整
備
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（23）
３
４
３
４

　
　

都
市
整
備
課　

☎
（21）
２
２
４
３

県
道
南
小
林
栃
木
線
の
拡
幅
工
事

に
よ
る
開
明
橋
の
架
替
工
事
が
実
施

さ
れ
る
た
め
10
月
１
日
か
ら
、
ふ
れ

あ
い
バ
ス
市
街
地
循
環
線
（
現 

循
環

バ
ス
）
の
運
行
ル
ー
ト
の
一
部
が
左

記
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま
す
。

沿
線
の
皆
さ
ん
に
は
、
ご
不
便
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

◇
ル
ー
ト
変
更
期
間　

10
月
１
日
（土）

〜
平
成
25
年
５
月
（
予
定
）

◇
問
合
先

　
　

交
通
防
犯
課　

☎
（21）
２
１
７
０

本

本本

本大藤都

本大藤都

本大藤都

◇
概
要

死
亡
一
時
金
は
、
36
月
以
上
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
が
年

金
を
受
給
し
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
と

き
、
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

死
亡
一
時
金
を
受
給
で
き
る
遺
族

の
範
囲
・
順
位
は
、
死
亡
者
の
配
偶

者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄

弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
死
亡
し
た
時
に

生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
方
で
す
。

た
だ
し
、
そ
の
方
の
死
亡
で
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
遺
族
が
い

る
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
寡
婦
年
金
を
受
給
で
き
る

場
合
に
は
、
死
亡
一
時
金
と
ど
ち
ら

か
を
選
択
し
て
受
給
し
ま
す
。

◇
金
額

な
お
、
付
加
保
険
料
を
36
月
以

上
納
付
し
て
い
た
場
合
に
は
、
さ
ら

に
８
，５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

年
金
の
お
知
ら
せ

　
　
　

〜
死
亡
一
時
金
〜

産
業
財
産
権
取
得
費
の

　
　

一
部
を
補
助
し
ま
す

栃
木
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
の

　

事
務
所
移
転
の
お
知
ら
せ

合
併
に
伴
い

広
域
行
政
事
務
組
合
か
ら

栃
木
市
に
移
管
さ
れ
る

業
務
に
つ
い
て

栃
木
市
、
西
方
町
合
併
に

伴
い
農
地
法
関
係
の
申
請

窓
口
が
変
更
に
な
り
ま
す

◇
請
求
方
法

請
求
先
に
左
記
の
必
要
な
も
の
を

お
持
ち
の
う
え
、
死
亡
一
時
金
請
求

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
必
要
な
も
の

○
死
亡
者
の
年
金
手
帳

○
死
亡
者
の
住
民
票
除
票

○
請
求
者
の
住
民
票

○
死
亡
者
と
請
求
者
の
続
柄
が
わ
か

る
戸
籍
謄
本

○
請
求
者
の
印
鑑

○
請
求
者
の
通
帳

※
注
！
死
亡
一
時
金
請
求
の
時
効
は
、

死
亡
日
の
翌
日
か
ら
２
年
で
す
。

◇
問
合
せ
の
み（
納
付
月
数
に
つい
て
）

栃
木
年
金
事
務
所　

☎
（22）
４
１
３
４

◇
請
求
・
問
合
先

　
　

保
険
医
療
課　

☎
（21）
２
１
５
５

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（43）
９
２
０
９

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（62）
０
９
０
３

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（29）
１
１
０
２

◇
対
象
経
費　

産
業
財
産
権
（
特

許
権
・
実
用
新
案
権
・
意
匠
権
・

商
標
権
）の
取
得
に
要
し
た
費
用（
出

願
料
・
出
願
審
査
請
求
料
・
弁
理

士
手
数
料
）

◇
補
助
率　

対
象
経
費
の
３
分
の
２

以
内
（
上
限　

特
許
権
50
万
円
、

そ
の
他
10
万
円
）

◇
対
象
者　

市
内
に
主
た
る
事
務
所

を
有
し
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

  36 月以上 180 月未満

180 月以上 240 月未満

240 月以上 300 月未満

300 月以上 360 月未満

360 月以上 420 月未満

420 月以上

120,000 円

145,000 円

170,000 円

220,000 円

270,000 円

320,000 円

保険料納付月数 金額

中
小
企
業
者

○
市
内
で
引
き
続
き
1
年
以
上
事

業
を
営
ん
で
い
る
こ
と

○
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

○
国
や
他
の
自
治
体
か
ら
同
様
の
補

助
金
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

※

補
助
金
は
予
算
の
範
囲
内
（
先
着

順
）
で
交
付
し
ま
す
。
特
許
庁
へ

の
申
請
前
に
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
申
請
・
問
合
先　

取
得
後
６
か
月

以
内
に
必
要
書
類
を
添
え
て
左
記
へ

　
　

商
工
観
光
課　

☎
（21）
２
５
０
４

　
　

産
業
振
興
課　

☎
（43）
９
２
１
３

　
　

産
業
振
興
課　

☎
（62）
０
９
０
６

　
　

産
業
振
興
課　

☎
（29）
１
１
０
４

栃
木
市
と
西
方
町
が
合
併
す
る
こ

と
に
伴
い
、
栃
木
地
区
広
域
行
政
事

務
組
合
で
共
同
処
理
を
行
っ
て
い
た

業
務
の
う
ち
、
消
防
お
よ
び
し
尿
処

理
に
関
す
る
業
務
は
栃
木
市
で
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
ご
み
処
理
に
関
す
る
業
務

は
、
引
き
続
き
広
域
行
政
事
務
組

合
で
行
い
ま
す
。

○
消
防
に
関
す
る
業
務

栃
木
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合

消
防
本
部
は
栃
木
市
消
防
本
部
と
な

り
ま
す
。
１
１
９
番
通
報
の
方
法
に

つ
い
て
は
、
今
ま
で
と
変
更
あ
り
ま

せ
ん
。

◇
問
合
先

消
防
本
部　

☎
（22）
０
１
１
９

○
し
尿
処
理
に
関
す
る
業
務

　

栃
木
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合

衛
生
セ
ン
タ
ー
は
栃
木
市
衛
生
セ
ン

タ
ー
と
な
り
ま
す
。
し
尿
の
収
集
に

つ
い
て
は
、
今
ま
で
と
変
更
あ
り
ま

せ
ん
。

◇
問
合
先

　
　

環
境
課　

☎
（21）
２
６
０
３

栃
木
地
区
広
域
行
政
組
合
事
務

局
の
事
務
所
が
「
と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン

プ
ラ
ザ
管
理
棟
１
階
（
梓
町
）」
に

移
転
し
ま
し
た
。

◇
問
合
先　

栃
木
地
区
広
域
行
政

事
務
組
合
事
務
局
（
☎
（31）
２
４
４
５

／
F
A
X
（30）
３
３
７
７
）

10
月
１
日
か
ら
、
現
在
西
方
町
役

場
で
行
って
い
る
、
西
方
町
内
の
農
地

法
関
係
の
許
可
等
申
請
窓
口
が
、
市

農
業
委
員
会
（
別
館
２
階
）に
変
更

に
な
り
ま
す
。

◇
問
合
先　

　
　

農
業
委
員
会　

☎
（21）
２
５
２
６

　
　

資
産
税
課　

☎
（21）
２
１
２
７

　
　

税
務
課　
　

☎
（43）
９
２
０
８

　
　

税
務
課　
　

☎
（62）
０
９
０
２

　
　

税
務
課　
　

☎
（29）
１
１
０
１

国
土
交
通
省
で
は
、
最
近
に
お
け

る
建
築
物
お
よ
び
住
宅
の
建
築
状
況

等
を
調
査
し
、
住
宅
・
建
築
行
政

等
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、毎
年
「
建
築
物
実
態
調
査
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

本
年
度
も
11
月
15
日
（火）
ま
で
の

間
、
調
査
員
（
市
職
員
）
が
調
査

区
内
に
お
住
ま
い
の
方
や
事
業
所
に

伺
って
、
質
問
形
式
で
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
に
回
答
い
た
だ
い
た
内

容
は
、
統
計
法
に
基
づ
い
て
統
計
上

の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

ご
多
忙
中
の
と
こ
ろ
お
手
数
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
本
調
査
の
趣
旨
を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◇
問
合
先

　
　

建
築
指
導
課　

☎
（21）
２
６
２
７

◇
日
時　

10
月
21
日
（金）

◇
時
間　

午
後
２
時
〜

◇
場
所　

国
府
公
民
館
（
惣
社
町
）

◇
問
合
先　

　
　

教
育
総
務
課　

☎
（21）
２
７
１
１

〒328－0035　栃木市旭町19番16号　栃木市栃木文化会館斜め前
TEL 0282－24－2555　FAX 0282－22－5321　携帯 090－3140－1196

□　不動産売買・贈与・相続登記・遺言書作成・離婚・内容証明書作成
□　会社設立・役員変更登記・裁判所への提出書類の作成・債務整理
□　建物新築・滅失登記・土地測量・分筆登記　など

（認定）司法書士・（ＡＤＲ認定）土地家屋調査士・行政書士
佐　 山　 隆　 事　 務　 所

～～～～頼まれやすい事務所を目指しています～～～～

何かお手伝いできることは
ありませんか？

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン


